
 船腹調整事業から内航海運暫定措置事業へ 

平成１０年に、内航海運の活性化を図るため、船腹の過剰状態を適正にするために実施していた「船腹調整事業」を
解 「 航海 暫定 事 「 航海 暫定 事解消し、「内航海運暫定措置事業」を導入した。 「内航海運暫定措置事業」は、
 ①事実上の経済的価値を有していた引当資格が無価値化する経済的影響を考慮したソフトランディング策であり、 
 ②保有船舶の解撤を促進することにより、内航海運の構造改革（省エネ船、効率性の高い船舶の導入促進）に資す
るもの。 

船腹調整事業（～H10.3） 内航海運暫定措置事業（H10.4～） 廃止 

新規参入 新規参入 スクラップ スクラップ 
不要 

納付金 
退出 

必要 

スクラップ 新規参入 
売買 

内航総連 引当資格（スクラップ権） 
引当資格 

・ 収支が相償った時点で終了 
引当資格を担保に融資を行 た地方銀行等

（民間事業者団体） 

する者 する者

地方銀行等 
引当資格を担保 

・ 引当資格を担保に融資を行った地方銀行等の  
  破綻を引き起こさないためのソフトランディング策 
・ 構造改革（省エネ船等の導入促進）に資するもの 

融資 
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 内航海運暫定措置事業の制度について 

H10年4月1日 
H11年9月30日

H15年4月1日 
H16年4月15日

H27年8月31日 
H28年3月31日H11年9月30日 H16年4月15日 H28年3月31日

納
付

新造船は収支が相償うまで建造等納付金を支払う 

付
金 免除制度による納

付金免除が終了 

最後の船舶が船

旧規程に基づき建造承認され
た船舶が対象 

最後の船舶が船
齢１５年に 

（交付金制度終了） 

旧規程に基づき承認され

全船齢の船舶に交付金を支払う 交付金対象船舶を船齢１５年以下とする 

交
付
金 納付金の免除制

度が終了

た最後の船舶が進水 

納付金免除制度開始 
度が終了 

留保制度が終了 留保権を認め売買可能とする 留保制度 終

１７ 



 建造等納付金の免除について 

○解撤等交付金対象船舶は、平成15年３月31日までは特に年齢制限を設けていなかったが、現在は船齢１５年以下○解撤等交付金対象船舶は、平成 5年３月3 日までは特に年齢制限を設けていなかったが、現在は船齢 ５年以下
の船舶に限定されている。 
○ただし、船齢１６歳以上の船舶についても、解撤等交付金という現金収入は得られないものの、代替建造する場合
には、解撤等交付金相当額について建造等納付金を免除することができる。 

相殺 又は 現金 相殺 又は 現金 
船齢１５才以下 船齢１６才以上 1,600DWの一般貨物船 

交付金単価：51,000円 
納付金単価：81,000円 

解撤又は海外売船 代替建造 解撤又は海外売船 代替建造 

,

建造等

解撤等 
交付金 

建造等

解撤等 
交付金 

1,600DW×51千円=81,600千円 1,600DW×51千円=81,600千円 建造等
納付金 

建造等
納付金 

,600 5 千円 8 ,600千円 , ,

1,600DW×81千円=129,600千円 1,600DW×81千円=129,600千円 

建造等納付金免除 建造等納付金免除 解撤等交付金受領 

解撤等交付金81,600千円を相殺 
129,600千円－81,600千円＝48,000千円 

解撤交付金81,600千円受領 解撤等交付金81,600千円を相殺 
129,600千円－81,600千円＝48,000千円 
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 建造等納付金免除の留保について 

○船齢16歳以上の船舶が解撤・海外売船された場合は、そのトン数に応じ、自分で代替建
造する場合は、交付金相当額の建造等納付金を免除することに用いることができる。 
○代替建造しない場合は、従来この免除する権利については放棄するしかなかったが、平
成 年 降 該権 を 年 留保する が 能 な お 市場 お 売 され成16年以降当該権利を３年間留保することが可能となっており、市場において売買されてい
る。 

自分 代替建造する場合 代替建造しな 場合

解撤 海外売船 交付金相当額
～平成１５年 

自分で代替建造する場合 代替建造しない場合

解撤又は海外売船 交付金相当額解撤又は海外売船 交付金相当額 解撤又は海外売船 交付金相当額
船舶に付随した権
利であり、船舶がな
くなれば終了 

免除 平成１６年以降 

解撤又は海外売船 交付金相当額

代替建造 
解撤又は海外売船

船舶解撤後も、
権利として 

３年間留保可能 

建造等納付金

建造等納付金 

新たに建造する者 その他代替
建造する者に
売却 １９ 



 建造等納付金・解撤等交付金単価の推移 

建造等納付金 解撤等交付金については毎年一定幅で減少し 新船建造に対する負担を減らす一方建造等納付金、解撤等交付金については毎年一定幅で減少し、新船建造に対する負担を減らす一方
で、納付金・交付金の差も徐々に広がっており、暫定措置事業の収支を改善する方向で単価設定がな
されている。 

平成１９年９月改正 ２０ 



 政策的誘導のための単価設定について 

○モーダルシフト船の建造納付金の取扱（平成１０年度～） 
  地球温暖化問題への対応のため、トラック輸送を内航海運に切り替えるモーダルシフト政策を推進することが求めら 
 れている。このため、モーダルシフトの担い手となるコンテナ船や、ＲＯＲＯ船については、その推進のため特別な建造 
 納付金において、特別な取扱をしている。 
○大型フィーダーコンテナ専用船の建造納付金の取扱（平成２１年度～） 
  国土交通省の成長戦略では、国際コンテナ戦略港湾（阪神（大阪港、神戸港）、京浜港（東京港、川崎港、横浜港）） 
 を選定し荷物の集約を図るための総合対策を実施。内航フィーダー網の充実、コスト削減を図る観点から建造納付金 
 において、特別な取り扱いを実施している。 

○特殊貨物船の納付金単価 

種 別 船種 対象トン数 Ｈ２２年度単価 備  考

特殊貨物船 ＲＯＲＯ船 
コンテナ専用船 － 48,500円 

種 別 船種 対象トン数 Ｈ２２年度単価 備  考 

モ ダルシフト船Ａ
ＲＯＲＯ船 10,000㌧以上 30 000円

○モーダルシフト船、大型フィーダー専用コンテナ船の納付金単価

モーダルシフト船Ａ 船
コンテナ専用船 

, ㌧以
  6,000㌧以上 30,000円

モーダルシフト船Ｂ ＲＯＲＯ船 
コンテナ専用船 

4,000～10,000㌧ 
  4,000～6,000㌧ 43,500円 免除額は30,000円が限度 

外航船を輸入する場合には０円
大型フィーダー専用コンテナ船 コンテナ専用船 2,500㌧以上 24,000円 外航船を輸入する場合には０円

（H22年度～５年間） 
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